
 生 徒 心 得  

１ 服装・身なりについて 

(1) 制服等 

ア 令和７年度から新制服（ブレザー）を採用している。 

イ ブレザー、長袖または半袖のポロシャツ、スラックスまたはスカートを基本構成とする。 

                                    （男女共通） 

  ウ 令和９年度までの３年間を新制服への移行期間とし、従来の制服（以下「旧制服」）の着 

用を認める。 

  

 ＜新制服規定＞ 

 冬 服 中 間 服 夏 服 

上 

〇 指定のブレザー 
○ 指定の長袖または半袖

のポロシャツ 
○ 指定のリボンまたはネ

クタイ 
 

○ 指定の長袖または半袖
のポロシャツ 

 
 
 
 

○ 指定の半袖ポロシャツ 
 
 
 
 
 

中

着 
〇 白をはじめとした淡い色（透けない色）の無地の肌着、またはワンポイントＴ

シャツとする。また、ポロシャツの襟元から中着が見えないものとする。 

下 
〇 指定のスラックスまたはスカート 

※ スカートの丈は、ひざが隠れる程度の長さとする。 
○ スラックスの場合は、ベルトを着用する。 

靴 

・

靴

下 

〇 靴は、ひもの運動靴（白色）とする。    
○ 靴下は、白色・黒色・紺色のものとし、メーカーロゴ等のワンポイント（色は 

問わない）程度までとする。 
○ 白色の靴下については、足裏の汚れが目立たないようグレーや黒になっている 

ものも認める。ただし、靴や上履きを履いたときに、色付きの部分が目立たない 
ものに限る。 

○ 靴下の長さは、「くるぶしが隠れる～ひざ下まで」の長さとする。 

頭

髪 

〇 頭髪は男女共にさわやかで清潔感があり、学校生活に支障のない中学生らしい髪型と
する。 

 （男子）横は耳の上にかぶらない長さ、後ろは襟にかからない長さ。 
 （女子）後ろ髪が肩にかかる長さの場合は、後頭部で１つ結びか２つ結び、または三つ 
    編みにする。（黒色か紺色のゴムを使用すること） 

（男女共通） 
・ 前髪は目にかからない長さで眉の形が確認できるようにするものとし，それ以上 
の長さの場合は耳にかけるか，棒ピン（黒色または紺色）で留めることとする。 

・ 脱色，染色，パーマ，そり込みはしない。   
・ ムースやヘアワックス等の整髪料を使わない。 
・ 奇抜な髪型や異型は認めない。（ツーブロックや極端なフェードカット，左右非対称,一 
  部だけ極端に短い，または長い髪型等） 
・ 眉には、手を入れない。 

・ 装飾品や化粧品は使わない。 
    ※ 眉や髪型に関しては，散髪をする前に散髪屋さんと生徒心得について確認する。 

そ

の

他 

〇 ネームプレートは、校内だけで付けるものとする。 
○ ブレザーを着用する場合は、少なくとも上のボタンは留める。 
○ ブレザーのボタン（校章入りの指定のもの）は、紛失した場合は購買部で購入 

する。 
○ 中間服の上からベストやセーター（黒、紺、白、灰色）の着用を認める。 
○ 防寒着の着用規定については、改めて秋頃に、お知らせします。 

※ 現在検討中の項目もあり

ます。内容の変更が生じま

したら、お知らせします。 

 

※ それぞれの更衣期間は設けず，各自の体調や気候に合

わせて服装を整える。 

※ リボン、ネクタイについては、上着を必要とする儀式

的行事等では着ける。普段は、自由とする。 

 



＜旧制服規定＞ 

 冬服 中間服 夏服 

男 

 

子 

指定の標準学生服・黒ズボン 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

長袖カッターシャツ 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

ベルト（黒） 

長袖カッターシャツ 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

指定の標準黒ズボン 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

ベルト（黒） 

白半袖開襟シャツ 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

指定の標準黒ズボン 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

ベルト（黒） 

女 

 

子 

指定のセーラー服 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

指定のジャンバースカート 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

白の丸襟ブラウス 

指定のジャンバースカート 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

棒タイ 

指定のセーラー服 

(学校名，氏名の刺繍入り) 

 

 

 

(2) 通学カバン                      

 

(3) 体育の授業の服装                        

 

２ 校内での生活について 
⑴ 基本の行動 

 

⑵ 持ち物について 

○ 通学用カバンで登校する。 
○ 補助カバンは通学カバンに入りきらない物を入れるために用いる。 
○ 大小，種類に関わらず、キーホルダーをつけるのは認めていない。ただし、お守り１個まで
は認めている。補助バッグや部活動道具についても目印程度とし、華美な装飾品を付けない。 

○ 学校生活の秩序を守り、お互いの立場や意見を尊重し、生徒間の融和を図るように心がける。 

○ 時間を守る。（登校時間、朝読書、授業、給食時間、清掃時間、全校朝会、学年朝会） 

○ 原則として、他学年の教室、廊下には行かない。校舎裏にも行かない。 

○ 職員室・特別教室・準備室などに入るときは、必ず先生の許可を得る。 

○ 廊下の通行は走り回らず、静かに右側を歩く。大声を出して騒いだり、奇声を発したり、口笛

を吹いたりしない。 

○ 校舎内では上履きを使用し、上履きと下履きの区別をしっかりする。 

○ 指定の運動シャツ、指定のハーフパンツを着用する。冬季については、指定のジャージを着用 

してもよい。（体育科の先生の指示後）   

○ 靴は通学靴を併用する。体育館では体育館シューズを使用する。 

 ○ 学習に不必要な物は持ってこない。（菓子類、トランプ、カードゲーム、など） 

○ ハサミやカッターなど刃物を学校には持ち込まない。携帯、スマートフォン、私物のタブレ 

ット等の校内への持ち込みは禁止する。 

 ○ 水筒 ～ 熱中症予防の観点から持ち込みを認めている。 

・ 名前を記入する  ・ 中身は水、お茶類  ・ 他人の物を飲まない 

・ 飲む場所は教室内のカバン棚付近   ・ 補助バッグの中に入れて管理 

○ タオル  

  ・ 教室内で使う  ・ かばん棚に入れて保管する 

・ 廊下等に持ち出すときはポケットに入れる 

（タオルハンカチなどポケットに入る大きさのものを使用する。） 

○ 日焼け止め ～ 健康面への配慮から、認めている。 

・ 色のつかないものを使用する      ・ 校内では、昼休み、部活動前のみ使用する 

※ 日焼け予防のため、長袖の体育服を着用してもよい。（希望者はブックス大和で購入する。）  

 ○ 制汗スプレー ～ 原則、認めていない。特別な事情がある場合は、担任の先生に申し出る。

ただし、制汗シートは無香料に限り、認めている。  



⑶ その他 

 

３ 校外生活について（※ 霧島市の取り決めで決まっています） 

⑴ 本校生徒としての自覚を持って行動する。 

⑵ ゲームセンター、インターネットカフェへの出入りは保護者同伴でも禁止。 

⑶ カラオケボックス、ボーリング場、ゲームコーナーへの出入りは保護者同伴の場合のみ可とす 

る。その場合は午後 10 時までに帰宅する。子供だけでの出入りは禁止。 

   （※ 「保護者」とは 20 歳以上の責任をとれる大人のこと。「同伴」とは、「その場に居る」という 

こと） 

⑷ 生徒同士での深夜徘徊・外泊は禁止する。   

  ⑸ 自転車を使用する際には、自転車通学生である無いに限らず必ずヘルメットを着用する。また、 

保険に必ず加入する。（※  自転車使用の際の注意は、「自転車通学規定」に準じる。） 

 

４ その他、保護者の皆様へ 

⑴ 「おはよう、おやすみ、行ってらっしゃい、おかえりなさい」など、毎日の声かけが大切です。 
あいさつができる子は、自然に思いやりや感謝の心が育ちます。 

⑵ 中学生期は、からだも心も大きく変化します。会話や観察を通して子どもの変化に気付くことが   

大切です。（アンテナを高く、日頃からちょっとした変化にも気付けるように！） 

⑶  学校生活への不適応の早期発見、問題行動の未然防止に努めましょう。トラブルや問題行動は、ど 

の子供にも起こりうるという認識をもってください。困ったことがあれば、積極的に学校（担任、ス 

クールカウンセラー）、専門機関等に相談をしてください。 

⑷ お子さんの持ち物の確認や友人関係の把握をしてください。 

  ⑸ 自分で考えて判断できるようになるために、自己決定の場を多くつくることが大切です。将来の 

  目標や３年後の進路についても、日頃から話をする機会を設けてください。 

 ⑹  携帯電話・スマートフォンを子供に持たせるかどうかは、最終的には各家庭で判断し、保護者が契 

約し、子供に貸し与えるものです。よって、所持させる場合は、家庭で使用場所や使用時間のルール 

を決めるなど、責任をもって管理とマナーの指導をお願いします。 

 ⑺ 規則正しい生活はすべての基本です。起床時間や夕食、入浴、就寝時間が毎日バラバラ、平日でも 

夜更かしをしてスマホやゲームに熱中するような生活では将来が不安になります。規則正しい生活

が送られるように、サポートをお願いします。 

○ 提出物は期限内に持ってくる。納金は必ず朝提出する。 

○ 授業は２分前着席・１分前黙想をし、始めと終わりは号令で大きな声で行う。 

○ 生徒どうしでの物品の売買や金銭の貸し借り、学習道具の貸し借りはしない。 

○ 校内の用具をこわしたときは、必ず先生に届ける。 

○ 給食時間や帰りの会は原則、制服を着用する。 


